
特集

緊
急
特
集
・

　
日
本
学
術
会
議
会
員
の

　
　
任
命
拒
否
を
許
さ
な
い

　
◆
特
集
に
あ
た
っ
て

　

二
〇
二
〇
年
一
〇
月
一
日
、
菅
義
偉
首

相
は
、
日
本
学
術
会
議
が
推
薦
し
た
会
員

候
補
者
一
〇
五
名
の
う
ち
六
名
の
任
命
を

拒
否
す
る
と
い
う
前
代
未
聞
の
暴
挙
を

行
っ
た
。

　

そ
の
理
由
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い

が
、
学
術
会
議
が
二
〇
一
七
年
三
月
二
四

日
に
出
し
た
「
軍
事
的
安
全
保
障
研
究
に

関
す
る
声
明
」
と
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ

て
な
ら
な
い
。
同
声
明
は
、
軍
事
研
究
は

行
わ
な
い
と
謳
っ
た
過
去
二
つ
の
声
明
を

継
承
し
、防
衛
省
の
委
託
研
究
制
度
を「
政

府
に
よ
る
研
究
へ
の
介
入
が
著
し
く
問
題

が
多
い
」
と
指
摘
し
た
。

　

そ
の
後
、
防
衛
省
の
委
託
研
究
予
算
は

15
年
度
の
三
億
円
か
ら
17
年
度
一
一
〇
億

円
に
激
増
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
学

の
応
募
は
15
年
度
五
八
件
、
17
年
度
二
二

件
、
今
年
度
九
件
と
激
減
し
た
。
各
大
学

が
学
術
会
議
の
声
明
を
受
け
、
真
摯
な
検

討
を
重
ね
た
結
果
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
学
術
会
議
は
、
安
倍
・
菅
政
権
に
と
っ
て
「
戦
争
す
る
国
づ
く
り
」

の
障
害
物
で
し
か
な
い
。
そ
こ
で
官
邸
は
、
人
事
介
入
に
よ
る
学
術
会
議
の
変
質

又
は
解
体
を
狙
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
六
名
は
、
説
得
力
と
影
響
力
を
も
っ
て
軍
事

研
究
反
対
の
論
陣
を
張
れ
る
学
者
と
し
て
、
官
邸
に
選
ば
れ
、
任
命
拒
否
さ
れ

た
と
い
う
他
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　

今
回
の
任
命
拒
否
は
、
ど
こ
か
ら
み
て
も
違
法
・
不
当
で
あ
り
、
早
く
六
名
全

員
の
任
命
を
実
現
さ
せ
た
い
。
そ
の
た
め
に
急
遽
企
画
し
た
の
が
本
号
の
特
集
で

あ
る
。
発
行
日
も
二
週
間
ほ
ど
早
め
て
お
送
り
す
る
。

　

第
一
級
の
書
き
手
に
よ
っ
て
任
命
拒
否
に
対
す
る
批
判
が
多
面
的
に
論
じ
ら

れ
、
真
に
「
役
立
つ
」
特
集
に
な
っ
た
と
自
負
し
て
い
る
。

　

元
日
本
学
術
会
議
会
長
・
広
渡
清
吾
「『
任
命
拒
否
』
が
意
味
す
る
も
の
は
何
か
」

は
、
科
学
と
政
治
の
関
係
に
つ
い
て
国
際
的
に
普
遍
的
な
本
質
は
「
独
立
性
」
で

あ
り
、
そ
れ
が
科
学
者
の
社
会
的
責
任
と
一
体
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
る
。

　

元
日
本
学
術
会
議
第
一
部
長
・
小
森
田
秋
夫
「
日
本
学
術
会
議
と
は
ど
の
よ
う

な
組
織
か
│
│
そ
の
構
成
と
活
動
」
は
、
学
術
会
議
の
組
織
、
活
動
、
会
員
選
考

手
続
、
近
時
の
六
つ
の
提
言
・
声
明（
放
射
性
廃
棄
物
処
理
、
高
校
歴
史
教
育
、
大
学

の
あ
り
方
、
軍
事
研
究
等
）を
具
体
的
に
紹
介
し
、「
独
立
性
」
の
意
味
を
考
え
さ
せ
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る
。
非
常
に
参
考
に
な
る
。

　

岡
田
正
則
「
日
本
学
術
会
議
会
員
任
命
拒
否
の
違
憲
・
違
法
性
」
は
、
違
憲
性
、

違
法
性
、
手
続
違
反
を
整
理
し
た
上
で
、
特
に
菅
首
相
が
任
命
拒
否
の
唯
一
の

根
拠
と
す
る
二
〇
一
八
年
の
内
閣
府
内
部
文
書
の
虚
偽
性
を
徹
底
的
に
批
判
す

る
。
ま
た
、
今
回
の
任
命
拒
否
は
二
〇
一
三
年
以
来
、
政
治
権
力
が
権
力
暴
走
の

ブ
レ
ー
キ
と
な
る
法
的
装
置
を
次
々
と
破
壊
し
て
き
た
流
れ
に
あ
り
、
今
後
、
大

学
、
メ
デ
ィ
ア
、
弁
護
士
会
、
一
般
市
民
の
活
動
へ
と
違
法
な
政
治
権
力
の
介
入

拡
大
が
危
惧
さ
れ
る
と
述
べ
る
。

　

元
日
本
学
術
会
議
会
員
・
池
内
了
「
軍
事
研
究
と
日
本
学
術
会
議
」
は
、
学
術

会
議
が
出
し
た
軍
事
研
究
に
関
す
る
声
明
の
推
移
を
辿
り
、
二
〇
一
七
年
の
声

明
は
大
学
等
が
研
究
の
適
切
性
を
審
査
す
る
制
度
を
設
け
る
べ
き
だ
と
し
た
も

の
で
あ
っ
て
、
学
術
会
議
が
軍
事
研
究
反
対
で
学
問
の
自
由
を
奪
っ
て
い
る
等
の

非
難
は
全
国
の
大
学
の
良
識
的
判
断
を
踏
み
に
じ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

　

刑
事
法
学
者
で
治
安
維
持
法
の
研
究
者
・
内
田
博
文
「
歴
史
に
学
ぶ
学
問
へ
の

弾
圧
と
戦
争
体
制
」
は
、
戦
前
の
政
府
が
滝
川
事
件
、
天
皇
機
関
説
事
件
な
ど
で

学
者
を
迫
害
し
、
戦
争
に
突
入
し
て
い
っ
た
歴
史
を
詳
細
に
論
じ
、
今
回
の
任

命
拒
否
は
戦
前
の
学
問
へ
の
弾
圧
と
ど
こ
が
違
う
の
か
、
学
問
の
自
由
へ
の
弾

圧
は
市
民
一
人
一
人
の
人
間
性
の
統
制
・
剥
奪
に
つ
な
が
る
と
す
る
。

　

元
文
部
科
学
省
事
務
次
官
・
前
川
喜
平
「
安
倍
・
菅
政
権
に
お
け
る
人
事
政
策

の
危
険
性
」（
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）は
、
安
倍
政
権
下
で
人
事
権
を
フ
ル
活
用
し
て
官
邸
の

権
力
を
拡
大
し
て
き
た
の
は
官
房
長
官
だ
っ
た
菅
と
官
房
副
長
官
の
杉
田
で
あ
る

こ
と
、
今
回
の
任
命
拒
否
は
、
杉
田
が
内
閣
情
報
調
査
室
を
使
っ
て
一
〇
五
名
全

員
を
調
べ
、「
安
全
保
障
関
連
法
に
反
対
す
る
学
者
の
会
に
入
っ
て
い
る
」
な
ど
の

理
由
で
決
め
た
で
あ
ろ
う
こ
と
な
ど
を
、
自
身
の
生
々
し
い
経
験
に
基
づ
い
て
語
っ

て
お
り
、
非
常
に
興
味
深
い
。

　

元
裁
判
官
で
弁
護
士
・
森
野
俊
彦
「
裁
判
官
の
任
官
拒
否
・
再
任
拒
否
か
ら
任

命
拒
否
を
考
え
る
」
は
、
最
高
裁
に
よ
る
青
法
協
会
員
に
対
す
る
新
任
拒
否
や
再

任
拒
否
と
、
今
回
の
学
術
会
議
会
員
の
任
命
拒
否
は
、
組
織
に
と
っ
て
都
合
の
悪

い
者
を
入
り
口
で
排
除
す
る
点
で
軌
を
一
に
す
る
と
論
じ
る
。
人
事
統
制
が
組

織
全
体
を
変
質
さ
せ
る
実
例
を
最
高
裁
が
す
で
に
示
し
て
い
る
こ
と
の
深
刻
さ

を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。

　

右
崎
正
博
「
日
本
学
術
会
議
会
員
の
任
命
拒
否
問
題
と
公
文
書
管
理
・
個
人
情

報
保
護
」
は
、
公
文
書
管
理
法
の
文
書
主
義
の
原
則
に
よ
り
任
命
拒
否
の
決
定
過

程
は
文
書
で
検
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
官
房
長
官
が
記
録
文
書
の
存
在
を
国

会
で
認
め
た
以
上
「
人
事
に
関
す
る
記
録
」
で
あ
っ
て
も
情
報
公
開
さ
れ
る
べ
き

こ
と
、
内
閣
法
制
局
へ
の
相
談
に
つ
い
て
の
決
裁
文
書
不
作
成
の
違
法
性
、
政
府

に
よ
る
「
信
条
」
調
査
の
違
法
性
と
本
人
の
情
報
開
示
請
求
が
認
め
ら
れ
る
べ
き

こ
と
等
、
重
要
な
視
点
を
提
示
す
る
。

　

宮
井
清
暢
「
行
政
府
に
よ
る『
解
釈
変
更
』と
国
会
に
よ
る
そ
の
統
制
」
で
は
、
今

回
の
学
術
会
議
法
の
解
釈
の
み
な
ら
ず
、
検
察
庁
法
や
憲
法
九
条（
集
団
的
自
衛
権

行
使
の
可
否
）等
、
長
年
に
わ
た
り
定
着
し
て
き
た
法
解
釈
を
内
閣
が
突
如
変
更

す
る
ケ
ー
ス
が
相
次
い
で
い
る
こ
と
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
べ
き
か
、
貴
重
な
問

題
提
起
を
し
て
い
た
だ
い
た
。

　

本
特
集
に
は
資
料
集
を
つ
け
た
。

　
【
日
本
学
術
会
議
が
発
出
し
た
声
明
等
】で
は
、
頻
繁
に
引
用
さ
れ
る
軍
事
研
究

に
関
す
る
三
つ
の
声
明
や
、
今
回
の
任
命
拒
否
に
関
し
菅
首
相
に
出
し
た
要
望

書
等
を
収
録
し
た
。

　
【
法
解
釈
資
料
】と
し
て
は
、
一
九
八
三
年
と
二
〇
〇
四
年
の
法
改
正
時
の
任
命

の
形
式
性
を
明
記
す
る
政
府
内
部
文
書（
立
憲
民
主
党
小
西
洋
之
議
員
が
入
手
）や
、

二
〇
一
八
年
一
一
月
一
三
日
付
の
「
内
閣
府
日
本
学
術
会
議
事
務
局
」
名
義
の（
問

題
）文
書
を
収
録
し
た
。
大
い
に
ご
活
用
い
た
だ
け
る
と
思
う
。

　
【
抗
議
声
明
】で
は
、
五
つ
の
声
明
ほ
か
、
任
命
拒
否
に
対
す
る
抗
議
声
明
を
発

出
し
た
全
て
の
団
体
名
を
列
記
し
、
圧
巻
の
記
録
と
な
っ
た
。

　
【「
法
と
民
主
主
義
」
編
集
委
員
会
作
成
資
料
】
と
し
て
、
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
一

覧
表
、
首
相
答
弁
と
反
論
の
一
覧
表
、
六
名
の
氏
名
・
専
門
分
野
等
を
掲
載
し
た
。

　

今
回
の
任
命
拒
否
は
、
決
し
て
六
名
だ
け
の
問
題
で
も
、
学
問
の
自
由
だ
け

の
問
題
で
も
な
く
、
す
べ
て
の
市
民
の
「
物
を
言
う
自
由
」
へ
の
抑
圧
で
あ
り
、「
戦

争
へ
の
道
」
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
本
特
集
が
そ
の
こ
と
へ
の
理
解
を
広
げ

る
た
め
の
一
助
と
な
り
、
六
名
全
員
の
任
命
が
実
現
す
る
こ
と
を
心
か
ら
願
う
。

 
（
日
本
民
主
法
律
家
協
会
事
務
局
長
　
米
倉
洋
子
）
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